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(3)  第三者機関 

 

 

 

 

 

 

 

表 第三者機関の設置概要 

項 目 内 容 

目的 ・ ＰＩプロセスを客観的な立場から監視するために設置する。 

設置者 ・ ＰＩ実施主体（福岡空港調査連絡調整会議） 

・ 事務局機能は、ＰＩ実施主体に設置する。 

役割・機能 ・ ＰＩプロセスの公正性、時間管理等を監視するとともに、市民等の意見が

調査等に適切に反映されているかを監視し、方向性（案）の作成主体、Ｐ

Ｉ実施主体に助言を行う。 

① 方向性（案）の作成の各ステップにおいて、ＰＩ実施計画(内容、時間管

理等)が適切かどうか、実施中のＰＩが適切かどうかを評価し、助言する

ことができる。 

② 各ステップの終了段階において、当初の計画通りにＰＩが実施されたか

について評価し、助言することができる。 

③ ＰＩの実施によって、当初の目標が達成されたかどうかを評価し、助言

することができる。 

④ ＰＩの実施によって、把握した市民等の意見の調査等への反映が適切か

どうかを評価し、助言することができる。 

⑤ 必要に応じて、ＰＩ実施主体に情報の提出を求め、また、市民等の意見

を直接把握し、必要な助言を行うことができる。 

構成員 福岡空港に関して中立的、客観的な考えを持つとともに、下記の専門的知

識を有するメンバーにより構成する。 

・空港計画の専門家            ・ＰＩの専門家 

・マスコミ、ジャーナリズムに関する専門家 ・法制度の専門家 

・民間経営者等、事業・経営の専門家 

等の有識者から構成し、概ね５～６名程度 

構 成 員 の

選定方式 

・ ＰＩ実施主体が候補者を選定し総合的調査の関係行政機関の長が任命す

る。 

・ ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター

等で、候補者と選定理由を広く公表する。 

その他 ・ 第三者機関の役割・機能を広く公表し、市民等の理解を得る。 

・ 第三者機関における会議の資料や議事録、成果等の資料については、原則

公開とし、ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュー

スレター等で公表する。 

 ＰＩプロセスの公正性、時間管理等を監視するとともに、市民等の意見が調

査等に適切に反映されているかを監視し、方向性（案）の作成主体、ＰＩ実

施主体に助言を行う。 
 第三者機関は、ＰＩプロセスや公共施策決定に関する法制度や手続き、空港

に関する専門的知識を有する委員により構成する。 
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①ＰＩプロセスの監視方法 

（方向性（案）の作成の各ステップにおけるＰＩの開始に際して） 

・ ＰＩ実施主体は、方向性（案）の作成の各ステップにおいて、ＰＩを実
施する際には、ＰＩ実施計画書（仮称）を作成し、第三者機関に提出す
る。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施計画書（仮称）の内容を評価し、その評価結果
をＰＩ実施主体に報告する。 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関の報告を踏まえて、ＰＩ実施計画を精査し、
ＰＩ活動を実施する。 

・ ＰＩ実施計画についての第三者機関の議論や評価は、ＰＩ実施主体のホ
ームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター等の広報媒体にお
いて公表する。 

（ＰＩプロセスの実施段階） 

・ 第三者機関は、情報提供が幅広くかつ円滑に実施されているか、また、
意見収集が公正かつ効率的に実施されているか等について、随時、状況
を監視し、意見を表明できる。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施主体に情報を提出させ、また、必要に応じヒア
リング等により点検し、必要な指導、助言を実施することができる。 

（方向性（案）の作成の各ステップにおけるＰＩの終了に際して） 

・ ＰＩ実施主体は、各ステップにおいて、目標とした情報共有等を達成し
たと判断される段階で、ＰＩ実施報告書（仮称）を第三者機関に提出す
る。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施報告書（仮称）の内容を評価し、評価結果をＰ
Ｉ実施主体に報告する。 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関の評価結果及び助言を踏まえて、ＰＩの継
続または、次のステップへの移行について総合的に判断する。 

・ 第三者機関の議論や評価結果は、ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実
施主体が発行するニュースレター等の広報媒体において公表する。 

（市民等の意見の把握） 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施報告書を評価する段階において、必要に応じて、
市民や関係団体等、ＰＩ参加者にヒアリングやアンケートを実施し、意
見を把握することができる。 

・ 必要に応じて、ＰＩ実施主体の要請により、第三者機関において意見収
集を実施することができる。 

②構成員の選定方法 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関に必要とされる専門知識を有するとともに、
中立的、客観的な考えを持つ有識者の中から、候補者を選定する。 

・ 関係行政機関の長が、第三者機関の構成員を任命する。 

・ ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター
等で、候補者と選定理由を広く公表する。 
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３ ＰＩ（情報提供及び意見収集）の実施方法 

 ＰＩは、方向性（案）の作成の各ステップに対応して実施する。 

・ 幅広い情報提供と意見の収集を行い、収集された意見を方向性（案）の作

成に反映。 

 

 

 

 

 

 

図 検討のステップに対応したＰＩの実施 

・ ＰＩ実施主体は情報共有等が達成されたと判断される段階で、第三者機関

の点検、評価を経て、次のステップへ移行する。 

 

 各ステップでの検討内容にあわせて、多様かつ適切な手法により情報提供
と意見収集を実施する。 

市民等に広く情報を提供 

⇒ ニュースレター、ホームページ、オープンハウス など  

市民等からの意見を広く収集 

⇒意識調査、パブリック・コメント、説明会・セミナー など  

共に考える双方向のコミュニケーション 

⇒シンポジウム、説明会・セミナー、グループ・ヒアリング、 

ワークショップ、市民協議会、各種懇談会 など  

 

 ＰＩの手法は、状況に応じて見直すなど柔軟に対応する。 
 

 

〈ＰＩプロセス〉 
〈検討のステップ〉 

①課題と実現すべき政策的目標 

②対応策検討の前提条件 

③評価の視点と検討すべき対応案 

④対応案の比較評価と方向性（案） 

ＰＩ手法 

 
市民等 
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（各ステップごとのＰＩの目標と想定される論点の例） 

 

ＳＴＥＰ１ 課題と実現すべき政策的目標 

【ＰＩの目標】 

・ 福岡空港の能力・課題・空港に求められる政策的目標を共有。 

 

【想定される論点の例】 

・ 課題は十分出揃っているか、漏れている点はないか。 

・ 課題の内容は理解できるか、間違いはないか。 

・ 実現すべき政策的目標は理解できるか。 

 

ＳＴＥＰ２ 対応策検討の前提条件 

【ＰＩの目標】 

・ 航空需要の将来予測、地域の将来像と福岡空港の役割等につい

て認識を共有。 

 

【想定される論点の例】 

・ 福岡空港が果たすべき役割のうち、重要なものは何か。 

・ 将来発生すると予想される影響のうち、どの影響が問題か。 

 

ＳＴＥＰ３ 評価の視点と検討すべき対応案 

【ＰＩの目標】 

・ 最適な対応案選択のための評価の視点について認識を共有。 

・ 検討すべき複数の対応案を選出。 

 

【想定される論点の例】 

・ 評価の視点は全て出揃っているか。 

・ 考えられる対応案は全て出揃っているか。 

 

ＳＴＥＰ４ 対応案の比較評価と方向性（案） 

【ＰＩの目標】 

・ 対応案の評価結果を共有し、方向性（案）を確認。 

 

【想定される論点の例】 

・ 評価結果と方向性（案）は妥当か。 
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（ＰＩへの参加者） 

・ ＰＩでは、市民等が幅広く参加でき、意見を表明できることが必要であ

る。 

・ 福岡空港の広域性、影響の多様性等から、福岡空港を利用または関係す

る幅広い関係者の参加が期待される。 

 

福岡空港の総合的な調査におけるＰＩ参加者の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＰＩ手法の運用） 

・ 市民等が信頼できるＰＩとするには、本報告で示す基本的な考え方に基

づき、情報提供、意見収集等の活動を進めていくことが重要である。 

・ また、ＰＩ手法の運用にあたっては、ＰＩ参加者の意見等を反映した運

用ルールを明確に定め、市民等と共有し、このルールに則ってＰＩ活動

を行うことが必要である。 

・ 一方で、ＰＩは、実施の状況を点検し、必要に応じて情報提供および意

見収集の方法を柔軟に見直すことも必要である。 

・ そのため、情報提供および意見収集の方法は、その実施状況を点検し、

必要に応じて見直すなど柔軟に対応することとするが、その際、適切さ、

公正さを確保するために、見直しの検討過程について広く公表し、意見

を収集するとともに、その見直しの要否、妥当性について第三者機関の点検・

助言を受ける。 

 

 

○ 周辺地域住民及びその関連自治体 

○ 空港利用者 

・ 国内（県内居住に限定しない） 

・ 海外（    〃     ） 

○ 福岡都市圏住民（周辺地域住民を除く） 

○ 福岡県民（地元住民・福岡都市圏住民を除く） 

○ 関係地方自治体 

○ 地元経済団体 

○ 空港・航空関連企業 

・ 国内航空会社 

・ 海外航空会社 

・ 空港関連事業者、運輸事業者等 

○ 有識者等 

○ その他福岡空港に関心を有する国内外の個人及び団体 
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【ステップ４】 対応案の 
比較評価と方向性

(案) 

福岡空港の方向性（案） 

【ステップ３】 評価の視点と 
検討すべき対応案 

評価の視点 

検討すべき複数の 
対応策（方策の組合せ） 

地域の将来像と 
福岡空港の役割 

【ステップ１】 課題と実現すべき 
政策的目標 

福岡空港の現状と課題 

空港能力の見極め 

航空利用者の視点に立った 
航空サービスの評価基準 

【ステップ２】 対応策検討の 
前提条件 

航空需要の将来予測 

各方策ごとの 
対応策のメニュー 

対応案（方策の組合せ）
の評価と比較結果 

検
討
プ
ロ
セ
ス
（
方
向
性 (

案)

の
作
成
） 

Ｐ
Ｉ
手
法
（例
） 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、 
セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

シンポジ
ウム 

ワ ー ク
ショップ 

見学会 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、 
セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

シンポジ
ウム 

市民 
協議会 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、

セミナー 
ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、

セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

各種 
懇談会* 

＊市民、関係者、有識者等の懇談会 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

シンポジ
ウム 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

市民 
協議会 

ＰＩプロセスと手法（例） 



19 

４ 調査等情報提供のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査等情報提供の必要性） 

・透明性を確保するためには、検討のステップに合わせて行われるＰＩ活動に

おいて提供される情報、及びその検討材料となる情報については、情報公開

請求に応じた開示にとどまらず、全体の位置づけのなかで適切に情報提供を

行うことが必要。 

 

・その際には、市民等の誤解を招くことがないよう、その位置付け（ステータ

ス）を明確にする必要がある。具体的には、ＰＩ活動で提供される情報であ

るか、その検討材料となる情報であるかなどを、区別すべき。 

 

（情報提供の方法） 

・公表…ホームページでの情報の掲載、公的機関の情報センター等での資料

閲覧等。 

・配布…ＰＩ活動に際し、公的機関の情報センターや各種のＰＩ手法により

配布。 

※インターネットのホームページ、公的機関の情報提供窓口などの各種媒体

を積極的に活用する。また、報道機関に対しても十分な説明を行う。 

 

 

● 総合的な調査に係る情報については、情報公開請求に応じた開示にとどま

らず、積極的に情報提供を行う。 
 
【提供する情報の種類】 

・ＰＩ活動で提供される情報 

⇒検討の各ステップで取りまとめられたレポートや関連情報 

・上の情報の検討材料となる情報 

⇒国、県、市等で毎年度実施される各種調査に係る情報で、方向性（案）の

作成主体（福岡空港調査連絡調整会議）に提示される情報 
 

● 検討のステップに合わせて提供される情報は、方向性（案）の作成主体に

おいて、市民等にわかりやすく取りまとめ、適切に情報提供する。 

● 関係行政機関（国、福岡県、福岡市）が方向性（案）の作成主体に提示

する毎年度の各種調査に係る情報についても、全体の位置づけのなかで

適切に提供する。 



20 

表 方向性（案）の作成主体（福岡空港調査連絡調整会議）における情報の扱い方 

情報提供 
種類 定義 例 「位置づけ」の呼称 

公表 配布 

 

検討材料となる

情報 

 

 

国、県、市等で作成され、

方向性（案）の作成主体

に提示された資料 

方向性案の作成主体の

検討中資料等（調査関

係レポートなど） 

「検討中資料」 ○ － 

 
ＰＩ活動で提

供される情報 

 

 

方向性（案）の作成主体

の判断を経た資料 

方向性（案）の作成主

体においてオーソライ

ズされた検討プロセス

のレポート等 

「案」 ○ △ 

○：原則、全てを対象とする。 

△：一部を対象とする。  
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５ 実施にあたっての留意点 

 

 ○ 情報提供、意見収集のあり方及びその実施計画を定める場合には、市民
等の意見を求めるとともに、幅広く周知を図ることが必要。 

・ 案についてのパブリックコメント等の実施  
・ 広範かつ多層にわたる多様な周知広報活動の実施、各種メディアへの情
報提供等 

 
情報提供、意見収集あり方の策定・公表手順 

 
福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方検討会 

 

        

             提言（検討会報告）の送付 

 

福岡空港調査連絡調整会議 

 

 

最終とりまとめ（案） 

 

 

 

最終とりまとめ 

（福岡空港調査連絡調整会議にてとりまとめ） 

 

 

公 表 

（公表方法） 

・記者発表 

・ホームページでの情報の掲載 

・公的機関の情報センター等での資料閲覧、パンフレットの配布 など 

 
○ 当面の実施計画作成にあたっての留意事項 
 
（市民等の意見を踏まえた実施計画の作成） 
・ 市民等が総合的な調査について、どのような関心を有し、ニーズを持っ
ているか等把握することが必要。 

・ 特に、最終とりまとめ（案）のパブリック・コメントでのＰＩ実施に関
わる意見を十分に踏まえ、市民等のニーズを踏まえた案を作成すること
が必要。 

・ さらに、実施計画作成時においても市民等から広く意見を収集し反映す
ることが必要。 

 
（新たな取組みの周知） 
・ 市民等と協働するという、新しい取組みを広く効果的に周知し、市民等
にも十分理解してもらうことが必要。 

 

パブリック・コメント等 
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（第三者機関の早期の設置） 
・ 第三者機関はＰＩの実施に先立つ段階で早期に設置することが必要。 
・ さらに、ＰＩをどのように監視・評価するかといった詳細な運用方法に
ついて事前に検討し、明確にしておくことが必要。 

 
（実施計画に記載すべき事項） 
・ 当面のステップにおける検討内容にあわせて、何が課題であるか、どの
ような視点の意見を収集する必要があるかを明確にするとともに、必要
かつ適切な手法について記載することが必要。 

 
 
○ その他 
・ ＰＩにおいて、市民等とのコミュニケーションを円滑に進めるためには、
適切な人的・財政的資源の確保が必要となることから、関係行政機関に
おいては、その対応について十分な配慮が必要。 

 


